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２ 工事請負契約から工事完成までの流れ 

 

 

 

 

 

３ 主任（監理）技術者等 

3.1 一般 

主任（監理）技術者は、建設業法第 26 条（主任技術者及び監理技術者の設置

等）及び工事請負契約書第 10 条（現場代理人及び主任技術者等）に基づき、

常時継続的に当該建設工事の現場に置かれていなければならない。 

また、建設業法第 26 条第３項において、公共性のある施設もしくは工作物ま

たは多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事（工事

１件の請負代金額が 3,500万円（建築一式工事は 7,000万円）以上のもの）

については、主任（監理）技術者は、工事現場ごとに「専任の者」でなけれ

ばならないと規定されている。 なお、監理技術者は、監理技術者資格者証及

び監理技術者講習修了証を有する者又はこれと同等の資格を有する者である

こと。又「専任の者」とは、その工事現場に常勤し、専ら職務に従事するこ

とを要する者である。 

現場代理人については、工事請負契約書第 10条（現場代理人及び主任技術者

２ 工事請負契約から工事完成までの流れ 

 

 

 

 

 

３ 主任（監理）技術者等 

3.1 一般 

主任（監理）技術者は、建設業法第 26 条（主任技術者及び監理技術者の設置

等）及び工事請負契約書第 10 条（現場代理人，主任技術者等及び専門技術

者）に基づき、常時継続的に当該建設工事の現場に置かれていなければならな

い。 

また、建設業法第 26 条第３項において、公共性のある施設もしくは工作物ま

たは多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事（工事１

件の請負代金額が 3,500万円（建築一式工事は 7,000 万円）以上のもの）につ

いては、主任（監理）技術者は、工事現場ごとに「専任の者」でなければなら

ないと規定されている。 なお、監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理

技術者講習修了証を有する者又はこれと同等の資格を有する者であること。又

「専任の者」とは、その工事現場に常勤し、専ら職務に従事することを要する

者である。 
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等）に基づき、当該工事現場に常駐しなければならないとされている。 

工事現場におくべき主任（監理）技術者の資格は、下記のとおり規定されて

いる。 

 

現場代理人については、工事請負契約書第 10条（現場代理人，主任技術者等

及び専門技術者）に基づき、当該工事現場に常駐しなければならないとされて

いる。 

工事現場におくべき主任（監理）技術者の資格は、下記のとおり規定されてい

る。 
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２ 施工計画書 

2.1 施工計画の目的 

施工計画作成の目的は、図面・仕様書等に定められた工事目的物を完成す

るために必要な手順や工法及び施工中の管理をどうするか等定めるものであ

り、工事の施工・施工管理の最も基本となるものである。 

土木工事共通仕様書第 1 編 1-1-1-4 施工計画書 1.一般事項に、「受注者は、

工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施

工計画書を、監督職員に提出しなければならない。」と規定している。従っ

て、施工計画書は、受注者の責任において作成するもので、発注者が施工方

法等の選択について注文をつけるものではない。 

また、施工計画書には、下記の事項について記載するよう規定されてい

る。 

(1)工事概要 

(2)計画工程表 

(3)現場組織表 

(4)指定機械 

(5)主要船舶・機械 

(6)主要資材 

(7)施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む） 

(8)施工管理計画 

(9)安全管理 

(10)緊急時の体制及び対応 

(11)交通管理 

(12)環境対策 

(13)現場作業環境の整備 

(14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

(15)その他 

 

さらに、「監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記す

るものとする。 

この外、2.変更施工計画書には「受注者は、施工計画書の内容に重要な変

更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項に

ついて、変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。」 

また、3.詳細施工計画書には「監督職員が指示した事項について、さらに

詳細な施工計画書を提出しなければならない。」と規定されている。 

 

ただし、主要資材については、材料承諾願により確認できることとして、

工事書類簡素化要領（土木工事編）に基づき記載不要としている。 

２ 施工計画書 

2.1 施工計画の目的 

施工計画作成の目的は、図面・仕様書等に定められた工事目的物を完成す

るために必要な手順や工法及び施工中の管理をどうするか等定めるものであ

り、工事の施工・施工管理の最も基本となるものである。 

土木工事共通仕様書第 1 編 1-1-1-4 施工計画書 1.一般事項に、「受注者は、

工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施

工計画書を、監督職員に提出しなければならない。」と規定している。従っ

て、施工計画書は、受注者の責任において作成するもので、発注者が施工方

法等の選択について注文をつけるものではない。 

また、施工計画書には、下記の事項について記載するよう規定されてい

る。 

(1)工事概要 

(2)計画工程表 

(3)現場組織表 

(4)指定機械 

(5)主要船舶・機械 

(6)主要資材 

(7)施工方法（主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む） 

(8)施工管理計画 

(9)安全管理 

(10)緊急時の体制及び対応 

(11)交通管理 

(12)環境対策 

(13)現場作業環境の整備 

(14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

(15)その他 

 

さらに、「監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記す

るものとする。ただし，受注者は維持工事等簡易な工事においては，監督職

員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 

この外、2.変更施工計画書には「受注者は、施工計画書の内容に重要な変

更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項に

ついて、変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。」 

また、3.詳細施工計画書には「監督職員が指示した事項について、さらに

詳細な施工計画書を提出しなければならない。」と規定されている。 

ただし，工期や数量だけの軽微な変更で施工計画に大きく影響しない場合

は，変更施工計画書の提出は要しない。 
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2.2 施工計画書記載事項の内容 

土木工事共通仕様書に規定されている記載事項の標準的内容は下表のとおり

である。 

 

ただし、主要資材については、材料承諾願により確認できることとして、工

事書類簡素化要領（土木工事編）に基づき記載不要としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、主要資材については、材料承諾願により確認できることとして、工

事書類簡素化要領（土木工事編）に基づき記載不要としている。 

 

2.2 施工計画書記載事項の内容 

土木工事共通仕様書に規定されている記載事項の標準的内容は下表のとおり

である。 

 

ただし、主要資材については、材料承諾願により確認できることとして、工

事書類簡素化要領（土木工事編）に基づき記載不要としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事名、河川又は路線名、工事場所、工期、請負代金、発注者、

受注者、工事内容

横棒式工程表、 斜線式工程表、 ネットワーク等で作成

現場の組織、 編成、 命令系統、 業務分担

設計図書で指定されている機械・監督職員が必要と認めた機械

設計図書で指定されていない使用機械

指定材料、 主要材料、 材料試験方法

主要工種毎の作業フロー、施工方法、使用機械、仮設備の構造配置、

仮設建物、材料、機械等の仮置場、プラント等の機械設備、運搬路、

仮排水、安全管理に関する仮設備、指示・承諾・協議事項の予定内容

工程管理 実施工程の手法・管理方法

品質管理 品質管理計画表

写真管理 写真管理計画表

出来形管理 出来形管理計画表

安全管理体制、 安全対策、 異常気象時の防災対策、 

安全訓練の実施方法、 安全巡視の実施方法、 安全活動方針

緊急時の体制及び対応 事故発生時の連絡系統図、対応策　災害発生時の体制

交通管理、 交通処理

大気汚染・水質汚濁・振動・騒音対策

現場作業環境に関する仮設、 安全、 営繕対策

 

再生資源利用促進計画書、  再生資源利用計画書

契約図書及び監督職員の指示で、 施工計画書に記載を必要と

するもの。

計 画 工 程 表

工 事 概 要

安 全 管 理

内　　　　　　　　　容記 載 事 項

施 工 方 法

主 要 資 材

主 要 船 舶 ・ 機 械

指 定 機 械

現 場 組 織 表

促進と建設副産物の

再 生 資 源 の 利 用 の

適 正 処 理 方 法

施
工
管
理
計
画

そ の 他

交 通 管 理

環 境 対 策

現場作業環境の整備
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2.3.3 施工計画書作成フロー図 

 

 

 

 

2.3.3 施工計画書作成フロー図

 

 

 

ある

ある

各案別工事の試算

施工計画書に編集

修正

大

修

正

労務予定

事 前 調 査

始

ない

ない

現場 制約条件

全体工程表（基本修正案）作成

全 体 工程 、 詳 細 工 程、各 確立

全体工程表（基本案）作成

比 較 検 討

詳細工程表作成

機械の組合せ、使用法、

機種選定、台数

仮設 計画 資材入荷

の集中度

作業 可能日数

修正の必要

施工順序の決定

施工 方 法 に つ い て 検 討

主要な段取り、使用機械

作業の区切りと

そ の 所 要 日 数

検査 方法

仮設構造図

仮設配置図

環境保全

計 画

仮設 転用

小修正

実 行

予算化

品質 確保 安 全

計 画

機械、資材

の 配 置 図

終

発注者と協議

現場管理

組 織

段 取 り 説 明 図

関係作業の整理図

不明箇所

もう 一度確認

標準作業能率

工

事

お

よ

び

材

料

一

覧

表

作

成

主要工種について概略工程表作成

最適工期の検討

平均 施工速度

現場説明書、図書などの理解

契約書、設計書、仕様書、特記仕様書、
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３ 設計図書の照査・工事測量の成果（着工前測量） 

3.2 着工前測量成果簿 

3.2.1 目的 

土木工事共通仕様書第 1編 1-1-1-37 工事測量 1.一般事項に、下記のとお

り規定されている。 

１ 受注者は、工事着手後速やかに測量を実施し、測量標（仮 BM）、工事用

多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならな

い。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督職員

に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。 

  なお、測量標（仮 BM）及び多角点を設置するための基準となる点の選

定は、監督職員の指示を受けなければならない。また受注者は、測量結果を

監督職員に提出しなければならない。 

測量は土木工事の中で基本的なことであり且つ、構造物の出来形を左右す

る最も重要な作業である。 

 

 

 

 

３ 設計図書の照査・工事測量の成果（着工前測量） 

3.2 着工前測量成果簿 

3.2.1 目的 

土木工事共通仕様書第 1編 1-1-1-37 工事測量 1.一般事項に、下記のとお

り規定されている。 

１ 受注者は、工事着手後速やかに測量を実施し、測量標（仮 BM）、工事用

多角点の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならな

い。・・・後略 

測量は土木工事の中で基本的なことであり且つ、構造物の出来形を左右す

る最も重要な作業である。 
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４ 工程管理 

4.2 工程管理上の留意点 

 (1) 工程表は、組合せ工種が多い工事についてはネットワーク（ＰＥＲＴ

－ＣＰＭ）により、単純な工事については横棒式工程表（バーチャート）あ

るいは斜線式工程表により作成する。他に曲線式工程表があるが、単独では

なく次項作成例に示すとおり、上記各工程表との併用で作成される場合が多

い。工事内容に応じて適切な工程表の様式を選択して管理する必要がある。 

(2) 工程表は全体工程表だけでなく、重点的に管理を行う必要がある部分

については、部分（細部）工程表を作成する。 

(3) 工程の計画に当たっては、契約の完了月日ぎりぎりの工程としない

で、工事の規模困難性、施工時期等を勘案して、少なくとも全工期の 10～

20％程度工期を短縮して計画することが望ましい。 

(4) 計画工程と実施工程が相違を来たした場合、あるいは予想される場

合、または変更指示契約変更があった場合は、残工事に対する変更工程表を

作成する。 

(5) 作成に当たっては、下記の事項を十分考慮して作成する。 

１）工事および作業の制約 

①先行工事や後続工事の関連からの当該工事の着工、完了時期、施工方

法。 

②現道工事等施工箇所の立地条件による施工時期、施工時間、施工方法。 

③関係機関との協議、工事用地の確保、支障物件の撤去等の有無。 

④公害防止対策の為の施工時間、施工方法。 

２）環境（地形、地質、気象、水理等）を考慮した施工計画 

３）施工順序 

４）労務、機械の使用計画 

５）作業能力及び標準稼働時間の決定 

６）工事期間の作業可能日数の算定 

 

 

 

 

４ 工程管理 

4.2 工程管理上の留意点 

 (1) 工程表は、ネットワーク（ＰＥＲＴ－ＣＰＭ）により、作成すること

を原則とするが，単純な工事については横棒式工程表（バーチャート）ある

いは斜線式工程表により作成することができる。 

工事内容に応じて適切な工程表を選択して管理する必要がある。 

 

(2) 工程表は全体工程表だけでなく、重点的に管理を行う必要がある部分

については、部分（細部）工程表を作成する。 

(3) 工程の計画に当たっては、契約の完了月日ぎりぎりの工程としない

で、工事の規模困難性、施工時期等を勘案して、少なくとも全工期の 10～

20％程度工期を短縮して計画することが望ましい。 

(4) 計画工程と実施工程が相違を来たした場合、あるいは予想される場

合、または変更指示契約変更があった場合は、残工事に対する変更工程表を

作成する。 

(5) 作成に当たっては、下記の事項を十分考慮して作成する。 

１）工事および作業の制約 

①先行工事や後続工事の関連からの当該工事の着工、完了時期、施工方

法。 

②現道工事等施工箇所の立地条件による施工時期、施工時間、施工方法。 

③関係機関との協議、工事用地の確保、支障物件の撤去等の有無。 

④公害防止対策の為の施工時間、施工方法。 

２）環境（地形、地質、気象、水理等）を考慮した施工計画 

３）施工順序 

４）労務、機械の使用計画 

５）作業能力及び標準稼働時間の決定 

６）工事期間の作業可能日数の算定 

 

4.4 その他 

実施工程表は、受注者が円滑な工事の実施と、その統制を図るためのもので

あるので、監督職員への提出は必要とせず、提示でよい。 
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５ 土木施工管理基準 

5.4 管理の実施 

(1) 受注者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定めな

ければならない。 

(2) 施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を

行わなければならない。 

(3) 受注者は、測定（試験）等を工事の施工と並行して、管理の目的が達

せられるよう速やかに実施しなければならない。 

(4) 受注者は、測定（試験）等の結果をその都度管理図表等に記録し、適

切な管理のもとに保管し、監督職員の請求に対し速やかに提示するととも

に、工事完成時に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

5.5 管理項目及び方法 

(1) 工程管理 

受注者は、工事内容に応じて適切な工程管理（ネットワーク、バーチャー

ト方式 など）を行うものとする。 

ただし、応急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な工事内容につい

ては、省略できるものとする。 

 

(2) 出来形管理 

受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により

実測し、設計値と実測値を対比して記録した出来形管理図表を作成し管理す

るものとする。 

 

 

 

(3) 品質管理 

受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準

により管理するものとする。 

 

この品質管理基準の適用は、試験区分で「必須」となっている試験項目

は、全面的に実施するものとする。また、試験区分で「その他」となってい

る試験項目は、特記仕様書で指定するものを実施するものとする｡ 

 

 

５ 土木施工管理基準 

5.4 管理の実施 

(1) 受注者は、工事施工前に、施工管理計画及び施工管理担当者を定めな

ければならない。 

(2) 施工管理担当者は、当該工事の施工内容を把握し、適切な施工管理を

行わなければならない。 

  各種サンプリング試験（試料）については，施工位置や日時が偏らぬ

よう注意し，必要箇所数を現場に均等に配分した計画を作成した上で事前に

監督員と協議を行うこと。 

(3) 受注者は、施工管理の目的が達せられるよう各工程の適切な時期に測

定（試験）等を速やかに実施し，その結果を分析し以後の施工に反映させな

ければならない。 

(4) 受注者は、測定（試験）等の結果をその都度管理図表等に記録し、監

督員の請求が有った場合には直ちに提示できるよう，適切な管理のもと整

備・保管しておかなければならない。 

 

5.5 管理項目及び方法 

(1) 工程管理 

受注者は、工程管理を工事内容に応じた方式（ネットワーク（PERT）又

は、バーチャート方式 など）により作成した実施工程表により行うものとす

る。 

ただし、応急処理又は維持工事等の当初工事計画が困難な工事内容につい

ては、省略できるものとする。 

(2) 出来形管理 

受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定基準により

実測し、設計値と実測値およびその差分を記録した出来形管理図表を作成し

管理するものとする。 

なお，測定基準において，測定箇所数を「○○ｍにつき 1 箇所」となって

いる項目については，小数点以下を切り上げた箇所数で測定管理をするもの

とする。 

 (3) 品質管理 

受注者は、品質を品質管理基準に定める試験項目、試験方法及び試験基準

により管理し，その管理内容に応じて，品質管理図表等を作成するものとす

る。 

この品質管理基準の適用は、試験区分で「必須」となっている試験項目

は、全面的に実施するものとし，また、試験区分で「その他」となっている

試験項目は、特記仕様書で指定するものを実施するものとする｡ 

なお，「試験成績書等による確認」に該当する試験項目は試験成績書やミル

シートによって規定の品質（規格値）を満足しているか確認することができ
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(4) 工事写真 

受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事

完成後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の

災害写真等を写真管理基準により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督

職員の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければ

ならない。 

 

 

 

 

5.6 規格値 

受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測（試

験・検査・計測）値は、すべて規格値を満足しなければならない。 

 また，実測値の平均値（延長等にあってはその合計延長とする）は，設

計値を下回ってはならないものとする。 

 

 

5.7 その他 

 土工において、情報化施工や３次元データによる出来形管理を行う場合

は、財政局技術監理課へ相談することとする。 

るが，必要に応じて現場検収を実施しなければならない。 

(4) 工事写真 

受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事

完成後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の

災害写真等を写真管理基準により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督

職員の請求に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければ

ならない。 

  

 

 

 

5.6 規格値 

受注者は、出来形管理基準及び品質管理基準により測定した各実測（試

験・検査・計測）値は、すべて規格値を満足するよう，常に確認しながら施

工管理を実施しなければならない。 

 また，実測値の平均値（延長等にあってはその合計延長とする）は，設

計値を下回ってはならないものとする。 

 

5.7 その他 

 土工において、情報化施工や３次元データによる出来形管理を行う場合

は、財政局技術監理課へ相談することとする。 
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６ 出来形管理基準 

6.3 出来形管理上の留意点 

(3) 管 理 

１）規格値 

測定項目は全て規格値を満足していなければならない。設計値に対する測定

値のバラツキ度合いは「土木工事の規格値」と照合して合否を判断する。規

格値とは、測定値個々の値と設計値との施工誤差の許容範囲を示したもの

で、規格値が(－)で示されているから、総て(－)で施工してよいというもの

ではない。 

２）特殊な場合の設計値の表示方法 

下記に示す事項等で、基準高、法長又は高さ、延長等が設計変更を伴わない

程度で設計値と微小な差異を生じ、且つ設計数量を満足している場合は、監

督職員の承諾を得てその値を設計値として出来形管理を行ってよい。 

・現地取り合い 

・コンクリートブロック積(張)の段割り 

３）基礎杭等の偏心 

基礎杭及び井筒の偏心については、測定の結果を偏心の状態が明確に判断で

きるよう適切な方法で図示する。又、規格値内であっても、その偏心量が大

きく、構造に影響を与えるおそれがある場合には、構造計算を行い安全性の

確認を行う。 

４）出来形管理の方法 

出来形管理の方法は下記の通り分類される。 

【出来形管理展開図】 

・設計数量が面積又は延長で示されているものの管理に適している。 

・面積表示の代表的な工種はコンクリートブロック積(張)、土羽工等であ

る。 

・延長表示は出来高に該当する工種が多いが、作成例の道路改築工事全体展

開通り、出来形と同一図面に記入する。延長表示の代表的な工種は、側溝、

縁石、コンクリート擁壁工等である。 

【設計図利用出来形管理図】 

・平面、断面、側面等複雑な構造の工種の管理に適している。 

・代表的な工種としては、橋梁上下部工、函渠工、樋門、水門等の構造物で

ある。 

【出来形管理図表】 

・標準断面図及び設計値、実測値等を一覧表にして示した管理図表である。 

・特殊な工種を除き当管理図で管理される。 

６ 出来形管理基準 

6.3 出来形管理上の留意点 

(3) 管 理 

１）規格値 

測定項目は全て規格値を満足していなければならない。設計値に対する測定

値のバラツキ度合いは「土木工事の規格値」と照合して合否を判断する。規

格値とは、測定値個々の値と設計値との施工誤差の許容範囲を示したもの

で、規格値が(－)で示されているから、総て(－)で施工してよいというもの

ではなく，実測値の平均値は設計値を下回ってはならない。 

２）特殊な場合の設計値の表示方法 

下記に示す事項等で、基準高、法長又は高さ、延長等が設計変更を伴わない

程度で設計値と微小な差異を生じ、且つ設計数量を満足している場合は、監

督職員の承諾を得てその値を設計値として出来形管理を行ってよい。 

・現地取り合い 

・コンクリートブロック積(張)の段割り 

３）基礎杭等の偏心 

基礎杭及び井筒の偏心については、測定の結果を偏心の状態が明確に判断で

きるよう適切な方法で図示する。又、規格値内であっても、その偏心量が大

きく、構造に影響を与えるおそれがある場合には、構造計算を行い安全性の

確認を行う。 

４）出来形管理の方法 

出来形管理の方法は下記の通り分類される。 

【出来形管理展開図】 

・設計数量が面積又は延長で示されているものの管理に適している。 

・面積表示の代表的な工種はコンクリートブロック積(張)、土羽工等であ

る。 

・延長表示は出来高に該当する工種が多いが、作成例の道路改築工事全体展

開通り、出来形と同一図面に記入する。延長表示の代表的な工種は、側溝、

縁石、コンクリート擁壁工等である。 

【設計図利用出来形管理図】 

・平面、断面、側面等複雑な構造の工種の管理に適している。 

・代表的な工種としては、橋梁上下部工、函渠工、樋門、水門等の構造物で

ある。 

【出来形管理図表】 

・標準断面図及び設計値、実測値等を一覧表にして示した管理図表である。 

・特殊な工種を除き当管理図で管理される。 
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７ 品質管理基準 

7.3 公的試験機関での品質管理試験を行う項目 

品質管理基準により義務付けられた品質管理試験項目のうち、次表に示す

品質管理試験項目については、公的試験機関（次ページ 注１参照）での試

験の実施を義務付けるものとする。また、次表以外の品質管理試験であって

も、設計図書や監督職員の指示により、公的試験機関での実施を指示するこ

とがあるので、その場合は同様に公的試験機関で実施するものとする。 

公的試験機関での品質管理試験の実施を義務付ける項目一覧表 

 

７ 品質管理基準 

7.5 公的試験機関での品質管理試験を行う項目 

品質管理基準により義務付けられた品質管理試験項目のうち、次表に示す

品質管理試験項目については、公的試験機関（次ページ 注１参照）での試

験の実施を義務付けるものとする。また、次表以外の品質管理試験であって

も、設計図書や監督職員の指示により、公的試験機関での実施を指示するこ

とがあるので、その場合は同様に公的試験機関で実施するものとする。 

公的試験機関での品質管理試験の実施を義務付ける項目一覧表 

 

工種 種別 試 験 項 目 試 験 基 準 適用

セ

メ

ン

ト

コ

ン

ク

リ

ー

ト

コ

ン

ク

リ

ー

ト

圧 縮 強 度 試 験

1)対象構造物（次ページ　注２）の場合
①　鉄筋構造物の場合
　打設日１日につきσ７強度及びσ２８強度そ
れぞれ２回ずつの試験を行い、うちそれぞれ１
回を公的試験機関にて実施
②　無筋構造物の場合
　打設日１日につきσ７強度及びσ２８強度そ
れぞれ１回ずつの試験を公的試験機関にて実施
2)対象構造物以外の場合（50m3未満は省略）
　打設数量50m3ごとにσ７強度及びσ２８強度
それぞれ１回ずつの試験を行い、うちσ28強度
の試験を公的試験機関にて実施

別紙フロー図
を参照のこと

曲 げ 強 度 試 験

　コンクリート舗装の場合で、打設日１日につ
き２回（午前・午後）のσ２８強度の試験。

鋼

材

ガ

ス

圧

接

引 張 試 験

1)手動ガス圧接の場合
　工事着手前に作成した試験片5本
2)自動ガス圧接の場合
　工事着手前に作成した試験片2本

試験片の作成
は鉄筋径毎に
行うこと

土

工

河
川
土
工
・
道
路
土
工

砂
防
土
工
・
海
岸
土
工

土 の 突 固 め 試 験

　500m3以上の盛土を行う道路及び砂防工事で、
当初及び土質の変化時の試験。（路床と同一材
料の路体盛土は、路床の品質管理試験のみで良
い）。河川土工の盛土は、当初及び土質の変化
時の試験。

河川、砂防の
盛土及び道路
の路体盛土材

修 正 CBR 試 験

　道路の路床工事の盛土材で、当初及び土質の
変化時の試験。

土の突固め試
験も必要

舗

装

工

置

換

工

路

床

修 正 CBR 試 験

　道路の置換材料について、当初及び土質の変
化時の試験。

リ
ー

ト
舗
装

転
圧
コ
ン
ク

曲げ強度試験
（作成供試体
　－現場施工）

　打設日１日につき２回（午前・午後）のσ28
強度の試験。

工種 種別 試 験 項 目 試 験 基 準 適用

セ

メ

ン

ト

コ

ン

ク

リ

ー

ト

コ

ン

ク

リ

ー

ト

圧 縮 強 度 試 験

1)対象構造物（次ページ　注２）の場合
①　鉄筋構造物の場合
　打設日１日につきσ７強度及びσ２８強度そ
れぞれ２回ずつの試験を行い、うちそれぞれ１
回を公的試験機関にて実施
②　無筋構造物の場合
　打設日１日につきσ７強度及びσ２８強度そ
れぞれ１回ずつの試験を公的試験機関にて実施
2)対象構造物以外の場合（50m3未満は省略）
　打設数量50m3ごとにσ７強度及びσ２８強度
それぞれ１回ずつの試験を行い、うちσ28強度
の試験を公的試験機関にて実施

別紙フロー図
を参照のこと

曲 げ 強 度 試 験

　コンクリート舗装の場合で、打設日１日につ
き２回（午前・午後）のσ２８強度の試験。

鋼

材

ガ

ス

圧

接

引 張 試 験

1)手動ガス圧接の場合
　工事着手前に作成した試験片5本
2)自動ガス圧接の場合
　工事着手前に作成した試験片2本

試験片の作成
は鉄筋径毎に
行うこと

土

工

河
川
土
工
・
道
路
土
工

砂
防
土
工
・
海
岸
土
工

土 の 突 固 め 試 験

　500m3以上の盛土を行う道路及び砂防工事で、
当初及び土質の変化時の試験。（路床と同一材
料の路体盛土は、路床の品質管理試験のみで良
い）。河川土工の盛土は、当初及び土質の変化
時の試験。

河川、砂防の
盛土及び道路
の路体盛土材

修 正 CBR 試 験

　道路の路床工事の盛土材で、当初及び土質の
変化時の試験。

土の突固め試
験も必要

舗

装

工

置

換

工

路

床

修 正 CBR 試 験

　道路の置換材料について、当初及び土質の変
化時の試験。

リ
ー

ト
舗
装

転
圧
コ
ン
ク

曲げ強度試験
（作成供試体
　－現場施工）

　打設日１日につき２回（午前・午後）のσ28
強度の試験。
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注）１．公的試験機関とは、原則として（公財）福岡県建設技術情報センタ

ーとする。ただし、年度末等で同センターでの試験に時間を要し、工程への

影響が大きいと監督職員が認めた場合は、他の公的試験機関（注３）とする

ことができる。さらに、他の公的試験機関での試験実施も困難な場合は、監

督職員の立会いのもとでの民間試験機関を利用できるものとする。 

  ２．公的試験機関の圧縮強度試験を義務付ける対象構造物とは、擁壁

（高さ１m 以上）、函渠工、ＰＣ桁（工場製作は除き、間詰・横桁は含む）、

鋼橋のＲＣ床版、ＲＣ橋、橋台、橋脚、踏掛版、トンネル、砂防堰堤、排水

機場、堰、水門（Ｈ＝３ｍ以上）、樋管、樋門（内空 10m2 以上）、洞門、共同

溝、杭類（場所打杭、井筒基礎等）、護岸、水路（内幅２ｍ以上）、（コンクリ

ート）舗装、その他これらに類するもの及び設計図書等に示す構造物とす

る。 

  ３．（一財）九州環境管理協会、（一財）建材試験センター、（一財）日本

品質保証機構、（公社）九州機械工業振興会及び他県の直轄試験場・技術セン

ター等や大学を示す。 

 

注）１．公的試験機関とは、原則として（公財）福岡県建設技術情報センタ

ーとする。ただし、年度末等で同センターでの試験に時間を要し、工程への

影響が大きいと監督職員が認めた場合は、他の公的試験機関（注３）とする

ことができる。さらに、他の公的試験機関（（公社）九州機械工業振興会、他

県の直轄試験場・技術センター、大学等）での試験実施も困難な場合は、監

督職員の立会いのもとでの民間試験機関を利用できるものとする。 

  ２．公的試験機関の圧縮強度試験を義務付ける対象構造物とは、擁壁

（高さ１m 以上）※、函渠工、ＰＣ桁（工場製作は除き、間詰・横桁は含

む）、鋼橋のＲＣ床版、ＲＣ橋、橋台、橋脚、踏掛版、トンネル、砂防堰堤、

排水機場、堰、水門（Ｈ＝３ｍ以上）、樋管、樋門（内空 10m2 以上）、洞門、

共同溝、杭類（場所打杭、井筒基礎等）、護岸※、水路（内幅２ｍ以上）、（コ

ンクリート）舗装、その他これらに類するもの及び設計図書等に示す構造物

とする。（※ブロック積、大型ブロック積、玉石積等を除く。） 

   

 

吹

付

工

圧 縮 強 度 試 験

　吹付１日につき１回の試験。なお、テスト
ピースは、現場に配置した型枠に施工と同時期
に吹付け、現場放置後切り取ったコアとし、σ
28強度を対象とする。

供試体は
キャッピング
すること

吹

付

法

枠

工

現

場

打

圧 縮 強 度 試 験

　吹付１日につき１回の試験。なお、テスト
ピースは、現場に配置した型枠に施工と同時期
に吹付け、現場放置後切り取ったコアとし、σ7
強度とσ28強度の双方を対象とする。

供試体は
キャッピング
すること

地

盤

改

良

工

固

結

工

土の一軸圧縮試験

　改良体500本未満については３本、500本以上
については、250本増える毎に1本を追加した供
試体の試験（σ２８強度）。１本の改良体につ
いて、上、中、下それぞれ１回、計３回とす
る。
　浅層混合改良の場合、1,000m3未満は１工事に
１回、1,000m3以上～5,000m3未満は１工事に３
回、5,000m3以上は1,000m3毎に１回とする。

試験１回当た
りの供試体は3
個とする

法

留

法

面

工

補

強

土

壁

工

土 の 突 固 め 試 験

　当初及び土質の変化時の試験。

舗

装

工

ア

ス

フ

ァ

ル

ト

舗

装

①コアの密度測定試験

②混合物のアスファル
ト量抽出試験

③混合物粒度分析試験

　交通量区分がN7、N6、N5の場合について、採
取した３個のコア（複数層施工の場合は、各層
毎に採取）についての試験。
　ただし、１工事（各層毎）の混合物使用数量
が、50t未満（または400m2未満)の場合は省略で
きる。

「別表 アス
ファルト舗装
工事の品質管
理試験」を参
照のこと

ホイール
トラッキング試験

　改質アスファルト使用の場合、１工事につき
１回（複数層に使用の場合は各層毎）、施工前
に作成した３個の供試体で実施する試験。
　ただし、アスファルト事前審査制度の認定を
得た改質アスファルト混合物については、省略
することができる。

工種 種別 試 験 項 目 試 験 基 準 適用

吹

付

工

圧 縮 強 度 試 験

　吹付１日につき１回の試験。なお、テスト
ピースは、現場に配置した型枠に施工と同時期
に吹付け、現場放置後切り取ったコアとし、σ
28強度を対象とする。

供試体は
キャッピング
すること

吹

付

法

枠

工

現

場

打

圧 縮 強 度 試 験

　吹付１日につき１回の試験。なお、テスト
ピースは、現場に配置した型枠に施工と同時期
に吹付け、現場放置後切り取ったコアとし、σ7
強度とσ28強度の双方を対象とする。

供試体は
キャッピング
すること

ホイール
トラッキング試験

　改質アスファルト使用の場合、１工事につき
１回（複数層に使用の場合は各層毎）、施工前
に作成した３個の供試体で実施する試験。
　ただし、アスファルト事前審査制度の認定を
得た改質アスファルト混合物については、省略
することができる。

地

盤

改

良

工

固

結

工

土の一軸圧縮試験

　改良体500本未満については３本、500本以上
については、250本増える毎に1本を追加した供
試体の試験（σ２８強度）。１本の改良体につ
いて、上、中、下それぞれ１回、計３回とす
る。
　浅層混合改良の場合、1,000m3未満は１工事に
１回、1,000m3以上～5,000m3未満は１工事に３
回、5,000m3以上は1,000m3毎に１回とする。
（σ２８強度）

試験１回当た
りの供試体は3
個とする

工種 種別 試 験 項 目 試 験 基 準 適用

舗

装

工

ア

ス

フ

ァ

ル

ト

舗

装

①コアの密度測定試験

②混合物のアスファル
ト量抽出試験

③混合物粒度分析試験

　交通量区分がN7、N6、N5の場合について、採
取した３個のコア（複数層施工の場合は、各層
毎に採取）についての試験。
　ただし、１工事（各層毎）の混合物使用数量
が、50t未満（または400m2未満)の場合は省略で
きる。

「別表 アス
ファルト舗装
工事の品質管
理試験」を参
照のこと

法

留

法

面

工

補

強

土

壁

工

土 の 突 固 め 試 験

　当初及び土質の変化時の試験。
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８ 写真管理基準 

 

8.4.1 撮影頻度 

工事写真は、撮影箇所一覧表に示す「撮影頻度」に基づき撮影するものと

する。 

 

8.4.2 撮影方法 

写真撮影にあたっては、以下の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文

字が判読できるよう被写体とともに写しこむものとする。 

 ① 工事名 

 ② 工種等 

 ③ 測点（位置） 

 ④ 設計寸法 

 ⑤ 実測寸法 

 ⑥ 略図 

なお，小黒板の判読が困難となる場合は、写真帳説明欄等に必要事項を記

入し、整理する。また、特殊な場合で，監督職員が指示するものは、指示し

た項目を指示した頻度で撮影するものとする。 

 

8.4.3 写真の省略 

工事写真は以下の場合に省略するものとする。 

 （1）品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管・整

備できる場合は、撮影を省略するものとする。 

（2）出来形管理写真について、完成後測定可能な部分（工事が完成したと

きに隠れる部分以外）については、出来形管理状況が分かる写真を工種ごと

に１回撮影し、後は撮影を省略する出来るものとする。 

 

 

 

8.4.4 写真の編集等 

写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。 

 

 

 

 

８ 写真管理基準 

 

8.4.1 撮影頻度 

工事写真の撮影頻度は撮影箇所一覧表に示すものとする。 

 

 

8.4.2 撮影方法 

写真撮影にあたっては、以下の項目のうち必要事項を記載した小黒板を文

字が判読できるよう被写体とともに写しこむものとする。 

 ① 工事名 

 ② 工種等 

 ③ 測点（位置） 

 ④ 設計寸法 

 ⑤ 実測寸法 

 ⑥ 略図 

なお，小黒板の判読が困難となる場合は、写真帳説明欄等に必要事項を記

入し、整理する。特殊な場合は，監督職員が指示した項目や頻度で撮影す

る。 

 

8.4.3 写真の省略 

工事写真は以下の場合に省略するものとする。 

 （1）品質管理写真について、公的機関で実施された品質証明書を保管・整

備できる場合は、撮影を省略するものとする。 

（2）出来形管理写真について、完成後測定可能な部分（工事が完成したと

きに隠れる部分以外）については、出来形管理状況が分かる写真を工種ごと

に１回撮影し、他は撮影を省略する出来るものとする。 

（3）段階確認において，監督職員等が臨場した箇所は出来形管理写真を省

略できる。 

 

8.4.4 写真の編集等 

写真の信憑性を考慮し、写真編集は認めない。ただし、『工事写真の黒板情

報電子化（電子黒板）の運用における取扱い』に基づく小黒板情報の電子的

記入は、これにあたらない。 
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１０ 安全管理 

 

10.1 目的 

建設工事の増大並びに大型化に伴い、労働災害は増加の傾向にあると共

に、全産業と比較しても相変わらず高率を示している現状である。 

建設工事の安全管理は、昭和 47年に労働基準法から独立、立法された労働

安全衛生法及び同施行令、同規則に基づいて実施することになっており、こ

れらの法令は危険防止基準の確率 、事業場内における責任体制の明確化、事

業者の自主的活動の促進措置等を定めている。 

安全管理の徹底を図るためには、上記労働安全衛生法等の法令に加え、火

薬類取締法、建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）その他各種の法

令に準拠して、直接作業に従事する労働者の労働災害を防止するのみなら

ず、現場周辺の住民、住宅等、一般通行人等に対する公衆災害を含めた労働

災害防止に努めなければならない。 

 

 

10.2 安全管理上の留意点 

10.2..2 安全衛生管理体制の確立 

労働安全衛生法に基づく安全衛生管理組織には、一般的な安全衛生管理組

織と、数社の下請業者が一つの場所で混在して作業を行う場合の二通りがあ

り、その管理組織は異なってくるので留意する。ただ、管理組織を設けるた

めの常時使用する労働者数が規定されているが、これに満たない場合も準用

して組織を設けることが望ましい。 

 

 

10.2.6 現場巡回 

安全巡視員の設置については義務付けられているが、受注社内における現

場巡回、又は隣接等受注者との連携における相互巡回、工事安全協議会等に

よる巡回も計画する。 

 

 

 

 

 

１０ 安全管理 

 

10.1 目的 

建設工事の増大並びに大型化に伴い、労働災害は増加の傾向にあると共

に、全産業と比較しても相変わらず高率を示している現状である。 

建設工事の安全管理は、昭和 47年に労働基準法から独立、立法された労働

安全衛生法及び同施行令、同規則に基づいて実施することになっており、こ

れらの法令は危険防止基準の確立 、事業場内における責任体制の明確化、事

業者の自主的活動の促進措置等を定めている。 

安全管理の徹底を図るためには、安全ポケットブック（福岡建設労務安全研

究会：編集・発行）等を活用し，上記労働安全衛生法等の法令に加え、火薬

類取締法、建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）その他各種の法令

に準拠して、直接作業に従事する労働者の労働災害を防止するのみならず、

現場周辺の住民、住宅等、一般通行人等に対する公衆災害の防止に努めなけ

ればならない。  

 

10.2 安全管理上の留意点 

10.2.2 安全衛生管理体制の確立 

労働安全衛生法に基づく安全衛生管理組織には、一般的な安全衛生管理組

織と、数社の下請業者が一つの場所で混在して作業を行う場合の二通りがあ

り、それぞれの形態でその管理組織は異なるので留意する。ただ、管理組織

を設けるための常時使用する労働者数が規定されているが、これに満たない

場合も準用して組織を設けることが望ましい。 

 

 

10.2.6 現場巡回 

安全巡視員の設置については義務付けられているが、受注者の社内におけ

る現場巡回、又は隣接等受注者との連携における相互巡回、工事安全協議会

等による巡回も計画する。 

 

10.2.9 その他 

「安全教育訓練実施資料」は実施状況の提示とし，具体的な実施内容の提

出は不要とする。 
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１１ 再生資源 

11.1 再資源利用計画、再生資源利用促進計画 

再生資源利用計画書や再生資源利用促進計画書の作成は、資源の有効な利

用の促進に関する法律に基づき、以下の工事が対象となる。 

種  類 要  件 

再生資源利用計
画書 

次のような建設資材を搬入する工事 
土砂：1,000m3 以上 
砕石：500ｔ以上 
加熱アスファルト混合物：200ｔ以上 

再生資源利用促
進計画書 

次のような指定副産物を搬出する工事 
建設発生土：1,000m3 以上 
コンクリート塊、アスファルト・コンクリー

ト塊又は建設発生木材であって、これらの合計
が 200t 以上 

 

 

 

なお、土木工事共通仕様書第 1 編 1-1-1-18 建設副産物 5.再生資源利用計

画、6.再生資源利用促進計画、8.処理結果には以下のように規定されてい

る。 

4.再生資源利用計画 

受注者は、土砂、砕石または加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入す

る場合には、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出

しなければならない。 

 

5.再生資源利用促進計画 

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート

塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する

場合には、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提

出しなければならない。 

7.処理結果 

受注者は、建設廃棄物の処理結果について、「産業廃棄物処理確認票」「再

生材使用確認票」及び「再資源化等完了報告書」を監督職員に提出し報告し

なければならない。 

また、「建設廃棄物処理明細書」、「再資源化処理施設搬入明細書」及び「処

理数量が確認できる処分場の受入検印のある搬入伝票」等について、監督職

員または検査員から請求があった場合は速やかに提示しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

１１ 再生資源 

11.1 再資源利用計画書（実施書）、再生資源利用促進計画書

（実施書） 

再生資源利用計画書（実施書）や再生資源利用促進計画書（実施書）の作成

は，全ての工事が対象となる。 

作成にあたっては、原則，建設副産物情報センター

（http://www.recycle.jacic.or.jp/）のＷＥＢオンラインシステム「建設副

産物情報交換システム」により、元請業者がデータ入力・登録後、写しを工事

着手時（施工計画書に含め）に監督職員に提出、工事完了後には実施書を発注

者に提出する。監督員は提出された実施書を一件書類へ添付する。建設副産物

情報交換システムを導入していない場合は，「再生資源利用計画書（実施書）」

や「再生資源利用促進計画書（実施書）」の提出でも可とする。 

なお、土木工事共通仕様書第 1 編 1-1-1-18 建設副産物 5.再生資源利用計

画、6.再生資源利用促進計画、7.処理場所及び処理業者の変更、8.実施書の提

出 9.建設副産物情報交換システムには以下のように規定されている。 

4.再生資源利用計画 

受注者は、土砂、砕石または加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する

場合には、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しな

ければならない。 

 

5.再生資源利用促進計画 

受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、

建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合に

は、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなけ

ればならない。 

7.処理場所及び処理業者の変更 

受注者は処理場所及び処理業者の変更を生じる場合は、事前に監督員に届出

て変更の承諾を受けなければならない。 

6.実施書の提出 

受注者は，再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合に

は，工事完了後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再

生資源利用促進実施書」を発注者に提出しなければならない。 

7.建設副産物情報交換システム 

受注者は，コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木 

材、建設汚泥または建設混合廃棄物を搬入または搬出する場合には、施工計画

作成時、工事完了時に必要な情報を建設副産物情報交換システム「ＣＲＥＤＡ

Ｓ情報登録」に入力するものとする。なお、出力した調査票は「再生資源利用

計画書」、「再生資源利用促進計画書」、「再生資源利用実施書」及び「再生資源

利用促進実施書」の提出に代わるものとし，これによりがたい場合には、監督
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職員と協議しなければならない。 

 

11.2 再利用の促進 

 福岡市が発注する工事において発生する建設廃材および使用する再生材につ

いては、積極的に再利用を推進するものとする。 

（１）建設廃材の適正処理 

建設廃材について再生可能なものは、全て中間処理施設へ搬入することを原則

とする。 

なお、搬入にあたっては適正に資材の判別を行い搬入すること。 

（２）再生材の使用 

再生材の使用を原則とし、その使用にあたっては、再生路盤材及び再生裏込

め・基礎材については認定再利用施設の製品を、再生加熱アスファルト混合物

についてはアスファルト混合物事前審査委員会の事前審査で認定された混合物

を使用することを原則とする。 

ただし、夜間作業や使用量が少ない時には、あらかじめ再生材製造業者と協

議を行うこととする。 

（３）再生材の使用に関する注意事項 

１）再生加熱アスファルト混合物は、工事現場から４０Km 及び１．５時間

の範囲内で利用することとし、工事目的物に要求される合材の温度等の品質管

理に注意すること。 

２）再生加熱アスファルト混合物の使用にあたっては、資源再利用の観点か

ら、できるだけ再生骨材の混入が多いものとするが、混入率３０％以上のもの

を使用すること。 

３）路盤材及び裏込め・基礎材の使用にあたり、再生材と新材の混合再生材

を使用する場合は、再生材の混入率５０％以上のものとする。 

４）契約後、監督員は再生材使用について、再生材の安定供給を図ることか

ら、再生材製造業者と現場供給に関する協議を行うよう、受注者の指導を行う

こと。 
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11.3 再利用施設の認定 

再生材として使用する再生路盤材及び再生裏込め・基礎材等の再生材料を製

造する混合所（以下「再利用施設」という。）は、再生材の安定供給、品質管

理等を図るために、再利用施設の認定を行うもの。 

なお、再利用施設の認定状況については別に定める「再利用施設の審査要綱

認定施設等一覧表」によるものとする。 

（１）再利用施設としての要件 

①「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による、中間処理業の許可を受

けた施設であること。 

②「舗装再生便覧」にいう、混合所に適合する施設であること。 

③市の公共工事に伴う建設廃材等の、受け入れ体制が整備された施設であ

ること。 

④資材の供給において、制約のない施設であること。 

（２）混合再利用施設としての要件 

①「砕石法」による、採取計画の認可を受けた施設であること。 

②混合材は再利用施設で製造されたものとする。 

③資材の供給において、制約のない施設であること。 
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11.2 建設発生土 

建設発生土については、土木工事共通仕様書第１編第 2 章 土工 1-2-3-1

一般事項 4.適用規定から 11.建設発生土の処理結果には以下のように規定さ

れている。 

4.適用規定 

受注者は、建設発生土については、第 1 編 1-1-1-18 建設副産物の規定によ

り適切に処理しなければならない。 

5.発生土受入れ地等 

受注者は、建設発生土受入れ地及び建設廃棄物処理地の位置、及び建設発

生土の内容等については、設計図書及び監督職員の指示に従わなければなら

ない。 

なお、受注者は、施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土また

は、建設廃棄物を処分する場合には、事前に設計図書に関して監督職員と協

議しなければならない。 

6.施工計画書 

受注者は、建設発生土処理にあたり第 1 編 1-1-1-4 施工計画書第 1 項の施

工計画書の記載内容に加えて設計図書に基づき以下の事項を施工計画書に記

載しなければならない。 

（1）処理方法（場所・形状等） 

（2）排水計画 

（3）場内維持等 

7.建設発生土受入れ地の実測 

受注者は、建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち、指定された建設発生

土の受入れ地について地形を実測し、資料を監督職員に提出しなければなら

ない。ただし、受注者は、実測困難な場合等には、これに代わる資料によ

り、監督職員の承諾を得なければならない。  

8.建設発生土受入れ地の条件 

建設発生土受入れ地については、受注者は、建設発生土受入地ごとの特定

条件に応じて施工しなければならない。 

9.建設発生土受入承諾書 

受注者は、建設発生土の処理にあたり、事前に「建設発生土受入承諾書」

を監督職員に提出しなければならない。  

10.建設発生土処分場所の変更 

受注者は、処分場所及び処分業者の変更を生じる場合は、事前に監督職員

に届け出て変更の承諾を得なければならない。  

11.建設発生土の処理結果 

受注者は、建設発生土の処理結果について、「建設発生土処理明細書」「建

設発生土確認票」を監督職員に提出し報告しなければならない。 

また、「その他残土処理明細書」、「処理数量が確認できる処分場の受入検印

11.4 建設発生土 

建設発生土については、土木工事共通仕様書第１編 1-1-1-18 建設副産物  

9.建設発生土受入承諾書において以下のように規定されている。 

 

11.建設発生土受入承諾書 

受注者は、建設発生土の処理にあたり、事前に「建設発生土受入承諾書」を

監督職員に提出しなければならない。 

1）処理確認 

認定施設一覧表に記載の指定処分場および建設発生土リサイクルプラント以

外への搬出は，工事中に最低１回、施工計画書に記載された処分場の搬入・処

分状況について監督員の立会が必要。ただし、やむを得ない場合は現場代理人

等の立会に代えることができる。 

 

2）交通安全対策 

処分場等に搬入する工事車両においては、交通安全が図られるよう、法定速

度を厳守する等、受注者への指導徹底を図ること。 

また、本市の指定処分場に土砂搬入を行う車両については、発注局及び処分

場名を記入し、外から確認できる場所（ﾌﾛﾝﾄｶﾞﾗｽ等）に必ず掲示すること。 

（参考） 
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のある搬入伝票」等について、監督職員または検査員から請求があった場合

は速やかに提示しなければならない。 

  

11.3 産業廃棄物管理票 （マニフェスト） 

産業廃棄物の処理責任は、廃掃法上排出事業者が負うこととされている

が、排出事業者がその運搬又は処理を委託する場合、廃棄物の種類、運搬先

ごとに産業廃棄物管理票（マニフェスト）を発行することとされている。 

なお、土木工事共通仕様書第 1 編 1-1-1-18 建設副産物 2.マニフェスト

には以下のように規定されている。 

2.マニフェスト 

受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、産業廃棄物管理票

（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより、適正に処理されている

ことを確かめるとともに監督職員に提示しなければならない。 

 

 

 

 

 

11.5 産業廃棄物処理に関する運用基準 

 ［１．目的・適用］ 

 昭和６０年４月１日制定「建設工事から発生する産業廃棄物の処理料の設計

計上要領」（以下「設計計上要領」）に基づく運用基準を定め、産業廃棄物の適

正な処理を行うことを目的とする。 

 

［２．監督業務］ 

１．施工計画書の確認 

 監督員は、受注者が工事着手前に提出する施工計画書の内容確認を以下によ

り行う。 

 

（１）処分先の確認 

 廃棄物の処理処分施設については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

に基づいた適正な処理・処分施設であること。 

・コンクリート殻及び路盤材使用の鉱さい 

 福岡市認定再利用施設であること。 

・アスファルト殻 

中間処理施設のうち、アスファルト混合物事前審査委員会の事前審査で認定さ

れた製品を製造する混合所が併設された施設であること。 

・建設汚泥 

 中間処理後に資材として有価で販売することを目的とした中間処理施設等に

ついては、事前に産業廃棄物処分業許可証の内容等により、汚泥発生量に見合

うリサイクルが可能な施設であること。 

 なお、最終処分についても許可書の内容等により、汚泥の発生量に見合う処

理が可能な施設であること。 

 

（２）産業廃棄物処理委託契約書の確認 

産業廃棄物の不適正処分を防止するため、「産業廃棄物処理委託契約書」等の

書面により適正な処理がなされていること。 

・産業廃棄物の処理を収集運搬業者及び処分業者に委託する場合は、それぞれ

取り交わしている書面による委託契約書が「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」で規定されている内容であること。 

・委託契約書に受託者（処分業者・収集運搬業者等）の許可証を添付している

こと。 
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２．着手前に受注者が作成する必要な書類 

・産業廃棄物処理計画書 

「福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」に基づき産業廃棄物の発

生見込量が 500m3 以上の工事は「産業廃棄物処理計画書」を工事着手の１５日

前までに「環境局産業廃棄物指導課」に提出すること。 

３．工事施工中の産業廃棄物処理状況の確認 

監督員は、施工計画書に基づき産業廃棄物の処理が適切に行われるよう確認す

ること。 

 

４．産業廃棄物数量の確認 

（１）処理数量は、マニフェストに基づき受注者が作成した再生資源利用促進

実施書で確認する。 

 マニフェストＡ・Ｂ・Ｄ・Ｅ票は排出事業者（受注者）の手持ち資料として

工事完了検査の際、提示できるようにしておくこと。 

 また、マニフェストは排出事業者（受注者）が５年間保存することとなって

いるので、原本は必ず排出事業者が保管すること。 

  

５．産業廃棄物としての判断が困難な場合の取扱い 

産業廃棄物として判断が困難な場合は、環境局産業廃棄物指導課の指示を受け

るものとする。 

 参 考  

６.必要書類の要件 

 

○・・・・作成 

△・・・・内容確認 

☆・・・・環境局産業廃棄物指導課へ 

 

７.建設工事から発生する産業廃棄物処理の施工フロー 
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11.6 建設リサイクル法通知の事務手続き 

１）分別解体計画等の説明（法第１２条） 

 工事監督課は入札後、契約締結までの間に受注者（元請け業者）から様式－

２「分別解体等の計画等」の提出を求め、計画内容について説明を受ける。

２）事前通知（法第１１条） 

対象建設工事の工事監督課は、工事の着手前に、まず環境局循環型社会推進部

産業廃棄物指導課（以下「産業廃棄物指導課」という）の確認を受け、住宅都

市局建築指導部建築物安全推進課（以下「建築物安全推進課」という）に通知

する。 

 

〔通知の方法〕 

①工事監督課が様式－３「通知書」を一部作成する。 

②産業廃棄物指導課に「通知書」と「工事請負契約書（写）」を提示し、記載

事項について確認してもらい、通知書に「確認印」を押印してもらう。 

③確認印が押印された「通知書」を建築物安全推進課に提出する。 

また、「通知書」の提出部数は１部であるため、工事監督課はあらかじめ複写

を作成し保管する。 

④発注形態と通知方法との関係 
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６．各種様式等 

１）建設リサイクル法関係通知書   ・・・・・様式－１ 

２）分別解体等の計画等       ・・・・・様式－２ 

３）通知書             ・・・・・様式－３ 

４）建設工事請負契約書（別紙)    ・・・・・参考－１ 

５）建設リサイクル法の概要     ・・・・・参考－２ 
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１２ 出来形数量計算書 

12.2 作成上の留意点 

(3) 出来高数量確認のために数量計算を行う。 

１）数量計算の結果が出来高数量総括表に記入される。 

２）数量計算は工事内訳書、明細書に記載されている契約数量に対して行

う。 

３）数量計算は出来形寸法によって計算する。この場合、出来形寸法が設

計寸法に対し、土木工事施工管理基準及び規格値に定める規格値を満足して

いれば、出来高数量は設計数量とする。 

 

１２ 出来形数量計算書 

12.2 作成上の留意点 

 (3) 出来高数量確認のために数量計算を行う。 

１）数量計算の結果が出来高数量総括表に記入される。 

２）数量計算は工事内訳書、明細書に記載されている契約数量に対して行

う。 

３）数量計算は出来形寸法によって計算する。この場合、出来形寸法が設計

寸法に対し、土木工事施工管理基準及び規格値に定める規格値を満足してい

るか否かを確認する。 
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